
「庄内空港利用教育旅行支援助成金」 のご案内令和８年度版

庄内空港利用振興協議会では、庄内空港の利用拡大を目的として教育旅行を対象とした
助成事業を実施しています。

利便性の高い庄内空港利用で貴重な旅行時間を確保するとともに、子ども達に最寄りの
空港を利用してもらうためにも、積極的なご活用をお願いします。

■ バス代助成制度の概要

■ 申請の流れ 申請可能期間 ： 令和８年４月１日～旅行の出発前まで

対 象： 以下の２つの要件を満たす旅行

 ① 庄内地域以外の学校が主催する修学・研修旅行等で、児童・生徒が参加する旅行

  ② 庄内空港の発着便を利用する旅行

１台あたり５０，０００円 〔往復利用〕

〃   ２５，０００円 〔片道利用〕

借上げバス代助成 ［庄内地域外の学校が対象］

子供達の飛行機旅行のイラスト（修学旅行）

助成制度の詳細は、山形県ホームページに掲載しています。 上記の二次元コードまたは「庄内空港 教育旅行」で検索

ご質問やご不明な点がございましたら事務局までお気軽にお問合わせください。

「教育旅行計画届」のご提出 【学校⇒協議会】 ※ 事前申請制

○ 教育旅行の計画が出来ましたら、『教育旅行計画届』を山形電子申請サービス
（やまがたe申請）より必要事項を入力し、申請してください。

○ 「行程表」（旅行会社作成の行程表 等）も併せてご提出願います。

「教育旅行計画認定書」のお受け取り 【協議会⇒学校】

「助成金交付申請書」のご提出 【学校⇒協議会】

○ 教育旅行を催行後に①～④を提出してください。
① 交付申請書

 ② 旅行実績（最終行程表等）
③ 振込先口座が分かるもの
④ バス利用の確認書類（バス会社の運行引受書等） 金額欄の記載不要、黒塗り可

「助成金」のお受け取り 【協議会⇒学校】 指定口座への振込

旅行実績は、次の情報の記載がある
 資料をご提出ください。（任意様式）

[チェックリスト]
 □ 学校名 □ 出発日・到着日
 □ 参加生徒数 □ 利用した空港・便名
 □ 目的地 

 □ 集合場所⇔庄内空港 のバスの利用

お問合せ

ご提出先

庄内空港利用振興協議会 （事務局：山形県庄内総合支庁 総務課 連携支援室）

住所／〒997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

TEL／0235-66-5442 E-mail/ｙshonairenkei@pref.yamagata.jp

※「集合場所(学校等)⇔庄内空港」借上げバス利用が対象

教育旅行の催行後のお手続き

※ 学校（小・中・高校・特別支援学校・専修学校・各種学校等）

助成要綱 ・
詳細はこちら

学校関係者向け

※ PDF等の画像データでの送付可

山形電子
申請サービス

（やまがたｅ申請）

振込は、学校名の口座となります。
別名義の口座へ振込を希望される
場合はご相談ください。
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